
大 阪 広 域 水 道 企 業 団 に お け る 地 方 公 営 企 業 法 第 39条 第 ２ 項

の 規 定 に 基 づ き 定 め る 職 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規

則 の あ ら ま し  

 

１  地 方 公 営 企 業 法 第 39条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 定 め る 地 方 公 務 員 法 第

36条 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 に つ い て 、 所 要 の 改 正 を 行 い ま す 。  

 

２  こ の 規 則 は 、 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 し ま す 。  


